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１  公共施設等総合管理計画の目的  

我が国では、厳しい財政状況が続く中で、今後も、人口減少等により歳入の減少が予想され

ています。地方公共団体では、早急に公共施設等の需要の変化や管理状況を把握し、長期的な

視点をもって、計画的な維持管理を行うことにより、財政負担を軽減・平準化することが必要

となっています。 

本町においても、長期的展望において人口は減少し、これに伴い歳入の減少が予測されてい

ます。また、これまで整備してきた公共施設等（道路、橋梁、上下水道等「インフラ」資産及

び庁舎、図書館、校舎等「ハコモノ」資産、その他）が時間の経過とともに徐々に老朽化して

おり、その安全性と機能性を確保するための維持管理、更新等に要する費用は大きくなること

が予想されています。 

このような背景を踏まえ、本町では、公共施設等の計画的な維持管理及び公共施設等の更新

にかかる財政負担の軽減・平準化を目的として、「公共施設等総合管理計画」を作成しまし

た。 

本計画書は、「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の策定について」（平成２

６年４月２２日付総財務第７５号総務省自治財政局財務調査課長通知）で示された「公共施設

等総合管理計画の策定にあたっての指針」に準拠し、「インフラ長寿命化基本計画」（平成２

５年１１月２９日インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定）を参考として策

定しています。 

また、具体的な対策内容を示した個別施設計画・長寿命化計画の内容を反映するため、令和

５年３月に本計画を改訂しました。 

２  公共施設等総合管理計画の位置付け  

本計画は、本町の上位計画である「三朝町総合計画」を下支えする計画であり、各政策分野

の中で公共施設面の取組みに対して横断的な指針を提示するものです。また、個別施設計画や

長寿命化計画ついては、本計画を上位計画と位置づけ、本計画の方針との整合性や計画自体の

実現可能性を図っていくこととします。 

なお、「中部広域都市圏域」における本町の発展方向と広域的位置づけが、「温泉地の多目

的健康増進施設や文化施設とその背景に広がる自然的・歴史的景勝地を活かした滞在性のある

健康・保養型の圏域中心観光拠点及び定住拠点の形成を目指す。」とあることから、これらに

関する公共施設やインフラ資産の充実が重要となってくることに留意する必要があります。 
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３  公共施設等総合管理計画の計画期間  

本計画期間は、平成２７年度から令和６年度の１０年間としますが、国からの要請を踏まえ

て、令和４年度に改訂を行っています。 

また、本計画の下位計画となる個別施設計画等の実施計画については、基本計画で示した施策

のうち、社会情勢の変化や財政事情などを勘案しながら３年ごとに検討を加えて策定していくこ

とになっています。 

本計画のローリング（施策・事業について、現実と長期計画のズレを埋めるために、転がすよ

うに見直しや修正等を定期的に行っていく方法をいう。）については、歳入・歳出額の変動や扶

助費等の増大、更新費用試算条件の変更などの場合に、適宜見直しを行うこととします。 

イメージは、以下のとおりです。 

 

 

４．人口動向  

第２期三朝町人口ビジョンによると、三朝町における人口は、減少傾向にあることがわかり

ます。総人口は、年平均１００人ペースで減少しており、特に生産年齢人口が減少傾向にある

一方で、老年人口は増加傾向にあります。平成２７年度までの人口の推移は、以下の通りで

す。 
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下図は本町の今後の人口の推計を示しています。社人研推計に準拠すると、２０４０年には

４，０００人の人口予測となるという推計結果となっています。 

 

 

 

 

第２期三朝町人口ビジョンより抜粋 

 

第２期三朝町人口ビジョンより抜粋 
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５  財政状況  

（１）財政状況の傾向 

過去２０年間で歳入・歳出決算額をみると、概ね４０億円から５０億円程度で推移している

ことがわかります。直近２か年は６０億円程度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

町の歳出額のうち、投資的経費（現在維持管理、更新に要している経費）については、年度

によって大きく変動があるものの、平均すると約７．６億円です。今後、施設の建替え、大規

模改修等を計画的に行い、予算の平準化を図ることが重要です。 
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（２）有形固定資産減価償却率の推移 

有形固定資産減価償却率は、有形固定資産のうち償却対象資産（建物や道路、橋りょう等）

の老朽化がどの程度進んでいるかを表します。本町の場合は、町が保有する償却対象資産全体

の６５．５％が減価償却している（老朽化が進行している）ということになります。施設によ

っては、使用期間が耐用年数に迫るものもあることから、計画的な老朽化対策等に取り組んで

いく必要があります。 

類似団体と比較すると、減価償却率の数値は本町が上回っています。また、類似団体平均の

減価償却率が減少傾向にあるのに対して、本町は上昇傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度の財政状況資料集より     

６  施設の現状  

（１）建築物系公共施設 

①施設の数量 

令和３年度末時点の固定資産台帳情報をもとに、施設の現状を整理しています。三朝町に

おける施設のうち、棟数でみると、公営住宅（３０．０％）、行政系施設（１６．９％）、

スポーツ・レクリエーション系施設（１６．９％）で約６４％を占めています。また、延床

面積でみると、スポーツ・レクリエーション系施設（２９．７％）、学校教育系施設（２

３．５％）となっており、この２施設系で約５３％を占めています。 
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②築年別整備状況（施設保有量の推移） 

三朝町においては、昭和４３年頃（１９６０年代後半）、昭和５１年（１９７０年代後

半）から平成６年（１９９０年代前半）にかけて、集中して公共施設を整備してきていま

す。なお、平成５年度（１９９３年度）をピークに、その後は建設投資を抑制してきたこと

がわかります。 

昭和５６年（１９８１年）の新耐震化基準以前に建築された施設は、全体の約４２．３％

を占めています。なお、建築後３０年を超える施設は、一般的に大規模改修が必要と言われ

ており、施設の老朽化が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設マネジメントシステムより算定 

 

③残存年数（公会計制度における建物棟ごとの耐用年数に対する残存年数） 

残存年数０年から１５年未満の施設が、棟数ベースで約９０％、面積ベースで約７７％あ

ります。今後、これらの施設については、優先的に、削減又は複合化等の対象として検討さ

れることになります。 

 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 公営住宅 公園 その他

学校教育系施設 行政系施設 社会教育系施設

町民文化系施設 子育て支援施設 保健・福祉施設
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区  分 構成比（棟数） 構成比（面積） 

０年 ６６．０％ ３７．８％ 

１年以上１５年未満 ２４．０％ ３９．３％ 

１５年以上３０年未満 ８．０％ ２２．４％ 

３０年以上 ２．０％ ０．５％ 

合 計 １００．０％ １００．０％ 

 

④経過年数 

経過年数３０年以上の施設が、棟数ベースで約６８％、面積ベースで約６１％あります。

今後、大規模改修等が必要な施設として、検討が必要になってきます。 

 

区  分 構成比（棟数） 構成比（面積） 

１５年未満 １０．１％ ６．０％ 

１５年以上３０年未満 ２１．７％ ３３．０％ 

３０年以上５０年未満 ５８．１％ ４６．０％ 

５０年以上 １０．１％ １５．０％ 

合 計 １００．０％ １００．０％ 

 

⑤過去に行った対策の実績 

本計画策定後に、本町が公共施設マネジメントとして実施した対策としては、一例として

下表の内容が挙げられます。 

 

【過去に行った対策の実績一例】 

新築、建替え 

高勢地区公民館の建替え 

三朝温泉観光商工センターの建替え 

温泉資源活用施設の新設 

除却・取壊し 
旧大谷分校の取壊し 

旧中津分校の取壊し 
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（２）土木系公共施設 

土木系公共施設の施設の数量は以下のとおりとなっています。 

 

資料：道路台帳（令和３年度末時点）より  

 

区分 種別 橋梁面積（㎡） 橋梁数（箇所） 

橋梁 

ＰＣ橋 ５，４１４．４ １９ 

ＲＣ橋 ２，８６７．７ ７４ 

鋼橋 ４，４７１．９ ２６ 

木橋 ７．２ １ 

合  計 １２，７６１．２ １２０ 

資料：橋梁台帳（令和３年度末時点）より 

 

区分 延長（ｍ） 

農道 ２０，９６４ 

資料：農道台帳（令和３年度末時点）より 

 

 

 

区分 延長（ｍ） 

林道 ９０，７７８ 

資料：林道台帳（令和３年度末時点）より   

 

（３）企業会計施設 

企業会計施設の施設の数量は以下のとおりとなっています。 

上水道 

水道事業（法適用企業） 

供用開始年月日 昭和３２年４月～ 

管路延長 ５８．３６ 千ｍ 

浄水場施設数 ３ 箇所 

配水池施設数 ８ 箇所 

資料：三朝町水道事業経営戦略（令和３年１０月）より                

 

区分 種別 道路部面積（㎡） 延長（ｍ） 

道路 

１級町道 ９５，１９５ １９，１８５ 

２級町道 ８９，１８７ １６，０８５ 

その他の町道 ４８２，７３３ ９７，４７５ 

合 計 ６６７，１１５ １３２，７４５ 
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簡易水道事業（法非適用企業） 

供用開始年月日 昭和３３年３月～ 

管路延長 ７７．６ 千ｍ 

浄水場施設数 ３６ 箇所 

配水池施設数 ３６ 箇所 

資料：三朝町簡易水道事業経営戦略（令和３年１０月）より                

 

下水道（三朝町下水道事業経営戦略（平成２９年３月）よ

り） 

 

特定環境保全公共下水道事業（法非適用企

業） 

 

林業集落排水事業（法非適用企業） 

 

 

 

 

 

 

 

農業集落排水事業（法非適用企業） 

 

 

 

 

小規模集合排水事業（法非適用企業） 

 

 

 

７  将来の更新費用の見通し  

町全体の中長期的な維持管理・更新等の費用の見込みを整理すると以下の表のようになり

ます。建築系公共施設の改修費用及び建替費用については、長寿命化型推計の結果を用いて

います。整理した結果、１年当たりの平均では、９億円となりました。 

【今後の対策費用見込みの集計】 

種別 期間中の費用 期間 
１年当たり費用

見込み 
算定根拠 

建物系公共施設 

（改修費用＋建替費用） 
１７０．５億円 ４０年間 ４．３億円 長寿命化型推計 

道路 － － ３．４億円 舗装の個別施設計画 

橋梁 ２．７億円 １０年間 ０．３億円 三朝町道路橋梁長寿命化修繕計画 

上水道 ５．３億円 １０年間 ０．５億円 経営戦略 

下水道  ４．９億円 １０年間 ０．５億円 経営戦略 

 １年当たり経費見込みの合計 ９．０億円  

供用開始年度 昭和６３年度 

処理区数 １区域 

処理場 天神川流域下水道に接続 

供用開始年度 平成１０年度 

処理区数 １区域 

処理場 １か所 

供用開始年度 平成６年度 

処理区数 ８区域 

処理場 ８か所 

供用開始年度 平成１１年度 

処理区数 ４区域 

処理場 ４か所 
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充当可能な財源の見込みについては、投資的経費実績（年平均額：７．６億円）を投資可

能見込み額と捉え、将来の経費見込みとの比較を行いました。なお、企業会計施設（上下水

道）については、経営戦略内で財源を考慮した収支計画を費用の見込みとしているため、建

物系公共施設と土木系公共施設の比較を行っています。 

比較した結果、１年当たり経費見込み額：８．０億円に対して、過去の実績ベースによる

１年当たり充当可能な財源の見込み額：７．６億円となりました。 

財源はやや不足するという検証結果となったものの、投資可能見込み額と今後の経費見込

み額は同程度であるといえます。 

ただし、今回の検証は、長寿命化を図る前提での試算となっているため、予防保全・長寿

命化を踏まえた計画と対策の実施に取り組むことが必要です。 

また、前述のとおり、人口減少・厳しい財政状況といった課題を踏まえて、公共施設に関

する費用の縮減に引き続き取り組む必要があります。 

 

【充当可能な財源の見込みの検証】 

 

 

８  全体目標  

以上の基本方針のもと、施設の改修・更新にかかる将来コスト試算の結果を踏まえ、全体

目標を設定していきます。全体目標の設定に当たっては、公共施設（町民利用施設、行政施

設）とインフラ系（都市関連施設、企業会計施設）に大別し、公共施設については、新規整

備を抑制し、施設の複合化を推進しながら、施設総量を縮減する方向性を打ち出していきま

す。 

種別 
１ 年当たり 

経費見込み 

１ 年当たり 充当可能な財源

の見込み（過去実績の平均

額） 

建物系公共施設 

（改修費用＋建替費用） 
４．３億円 

投資的経費：７．６億円 
道路 ３．４億円 

橋梁 ０．３億円 

合計 ８．０億円 ７．６億円 
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公共施設等の整備（質・量）に関する基準 

①新規整備は原則として行わないこととします 

長寿命化、維持補修計画などを適正に行い、既存施設の有効活用を図り、新規整備は

原則として行いません。しかし、新設が必要な場合は、中長期的な総量規制の範囲内

で、費用対効果を考慮して行います。少子高齢化、人口減少に対応した持続可能な街づ

くりを推進していきます。 

②施設の更新（建替）は複合施設とします 

施設の統合・整理や遊休施設の活用、学校を含めた施設の複合化等によって、機能を

維持しつつ、施設総量を縮減します。複合施設においては、管理・運営についても一元

化・効率化していきます。施設の複合化により空いた土地・建物は、活用・処分を促進

していきます。 

③施設総量（総床面積）を縮減します（４０年間で４％程度の縮減が必要） 

本町の公共施設全体（インフラ施設除く。）の総床面積を、４０年間で４％程度縮減

することが必要であり、スクラップアンドビルドを徹底していきます。また、今後総人

口が減少することを踏まえ、施設を更新する際には、床面積を縮小させることを基本と

します。稼働率の低い施設は運営改善を徹底し、なお稼働率が改善しない場合は、統

合・整理を検討します。改修・更新コスト、維持管理コストを縮減していきます。 

④インフラ資産 

現状の投資額（一般財源）を維持、現状の投資額の範囲内で、費用対効果や経済波及

効果を考慮し、新設及び改修・更新をバランスよく実施していきます。 

長寿命化を可能な限り図るとともに、計画的、効率的な改修・更新を推進、ライフサ

イクルコストを縮減します。 

バリアフリー、環境、防災などの新たなニーズに対しては、効率的な整備・対応を推

進、少子高齢化、人口減少に対応した持続可能なまちづくりを推進していきます。 

※施設の改修・更新にかかる将来コスト試算については、町財政への影響が大きい一般

財源ベースで行っていることから、インフラに係る投資額については一般財源ベース

で維持することを想定しています。 
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９  総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針  

施設の各部門を横断的に管理し、一元的な管理を行い、施設を効率的に維持管理する目

的で、公共施設等マネジメント推進体制を構築する。総合管理計画の推進にあたっては、

公共施設等所管課が連携し、全庁的に取り組みます。 

なお、公共施設等マネジメントの推進については、計画の方針の改定や目標の見直しを

継続的に行っていくこととします。 

本体制により、次の項目を実施します。 

① 財政との連携 

効果的かつ効率的な管理を実施していくには、財政担当課との連携が必要不可欠 

② 住民との協働 

住民と行政の相互理解や共通認識の形成など、協働の推進に向けた環境整備を行う 

③ 職員の意識改革 

職員各人が公共施設等に対する管理の導入の意義を理解し、意識を持って取り組み

住民サービスの向上のために創意工夫を実践していく 

【組織体制（イメージ）】 
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１０  施設類型ごとの基本方針  

施設類型ごとに以下の内容を整理しています。方針については、概要版では一部内容の

み記載します。 

 

（１）学校教育系施設 

①施設状況 

連番 施設名称 棟数 地区区分 

１ 三朝小学校 ９ 三朝地区 

２ 旧西小学校寄宿舎 １ 旭地区 

３ 三朝中学校 ７ 旭地区 

４ 旧三朝中学校寄宿舎 １ 旭地区 

５ 三朝町調理センター １ 旭地区 

合   計 １９   

②実施方針 

維持管理・修繕・更新等 

「三朝小学校」について、令和６年度中に新校舎の完成が予定されていますが、完成まで

の間は現校舎の適切な維持管理・修繕を行います。完成後の新校舎についても、計画に基づ

いた適切な維持管理・修繕を行います。 

「三朝中学校」については、当面の間、経常的な維持管理により施設維持を図ります。 

その他の施設については、三朝小学校新校舎の整備も勘案して、施設の維持管理、更新の

方針を検討します。 

長寿命化 

「三朝中学校」については、普通教室棟は既に耐用年数を超えていますが、財政負担を鑑

み、小学校施設の整備が完了するまでの間、強靭化の観点から大規模改修を要するトイレ改

修を除き、経常的な維持管理により施設維持を図ります。三朝小学校の新校舎やその他の施

設については、予防保全の考え方を取り入れ、修繕や長寿命化改修の実施を計画に基づいて

実施します。 
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（２）町民文化系施設 

①施設状況 

連番 施設名称 棟数 地区区分 

１ 小鹿地区多目的研修会施設 １ 小鹿地区 

２ 三徳地区多目的研修会施設 ２ 三徳地区 

３ 山村開発センター １ 三朝地区 

４ 総合文化ホール １ 三朝地区 

５ 高勢地区公民館 ２ 旭地区 

６ 竹田地区公民館 １ 竹田地区 

合   計 ８   

②実施方針 

安全確保 

「小鹿地区多目的研修会施設、三徳地区多目的研修会施設、高勢地区公民館、竹田地区公

民館、総合文化ホール」については、避難場所に指定されています。長寿命化計画に基づ

き、耐震性の確保や劣化対策を行い、安全の確保を行います。 

 

（３）社会教育系施設 

①施設状況 

連番 施設名称 棟数 地区区分 

１ 
三朝町生活文化センター 

（みささ図書館） 
２ 三朝地区 

２ 三朝町多目的展示施設 ３ 三朝地区 

合   計 ５   

②実施方針 

安全確保 

計画に基づいた劣化状況に対する工事を行うほか、バリアフリー化を推進することで、安

心・安全な施設を確保していきます。 
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（４）スポーツ・レクリエーション系施設 

①施設状況 

連番 施設名称 棟数 地区区分 

１ 三徳山参詣公衆便所 １ 三徳地区 

２ ブランナールみささ １ 三朝地区 

３ ふるさと健康むら ４ 三朝地区 

４ 三朝温泉観光商工センター ３ 三朝地区 

５ 三朝町総合スポーツセンター １ 三朝地区 

６ 
総合運動施設（テニスコート

ほか） 
１ 旭地区 

７ 
多目的スポーツ広場（管理

棟） 
１ 旭地区 

８ 町営三朝陸上競技場 １ 旭地区 

９ 町民武道館 ３ 旭地区 

１０ 町民運動場施設（野球場横） ３ 旭地区 

１１ 農林漁業者健康増進施設 １ 旭地区 

１２ 竹田地区町民体育館 １ 竹田地区 

１３ 温泉資源活用施設 １ 三朝地区 

合   計 ２２   

②実施方針 

安全確保 

「三朝温泉観光商工センター、三朝町総合スポーツセンター、町民武道館、竹田地区町民

体育館」については、避難場所に指定されています。長寿命化計画に基づき、耐震性の確保

や劣化対策を行い、安全の確保を行います。 

統合や廃止の推進 

「三徳山ウォーキングセンター」「町民プール（本泉）」、町民プール（穴鴨）」につい

ては、計画に基づき廃止となりました。その他の施設の統廃合については、学校教育系施設

と併せて検討を進めていきます。 
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（５）子育て支援施設 

①施設状況 

連番 施設名称 棟数 地区区分 

１ みささこども園 ３ 三朝地区 

２ 賀茂保育園 １ 旭地区 

３ 竹田保育園 ２ 竹田地区 

合   計 ６   

②実施方針 

耐震化 

竹田保育園については昭和５６年以前に建築された施設（旧耐震基準）となっています

が、保育施設のあり方の方針に基づき他園との統合の協議中であり、併せて改修等を検討し

ます。 

統合や廃止の推進 

竹田保育園については、他園との統合を検討中ですが、残り２園の方針については、出生

数の推移や児童数推計に基づきながら検討を行います。 

 

 

（６）保健・福祉施設 

①施設状況 

連番 施設名称 棟数 地区区分 

１ 三朝町立福祉センター ２ 三朝地区 

合   計 ２   

②実施方針 

安全確保 

「三朝町立福祉センター」は、避難場所に指定されています。長寿命化計画に基づき、劣

化対策等を行い、安全の確保を行います。 
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長寿命化 

長寿命化計画を策定しており、計画に基づいて、改修、修繕を行うことで、施設の長寿命

化を図ります。特に、空調設備やボイラー等の給配水設備の更新については、計画に基づき

優先的に実施します。 

 

 

（７）行政系施設 

①施設状況 

連番 施設名称 棟数 地区区分 

１ 西小鹿消防ポンプ格納庫 １ 小鹿地区 

２ 坂本消防自動車格納庫 １ 三徳地区 

３ 片柴消防車庫 １ 三徳地区 

４ 役場庁舎 ８ 三朝地区 

５ スノーステーション １ 三朝地区 

６ 三朝消防ポンプ自動車格納庫 １ 三朝地区 

７ 三朝消防車庫（タンク車） １ 三朝地区 

８ 山田消防ポンプ自動車格納庫 １ 三朝地区 

９ 水防倉庫 １ 三朝地区 

１０ 大瀬消防自動車格納庫 １ 三朝地区 

１１ 大瀬消防車庫（多機能班） １ 三朝地区 

１２ 小河内消防ポンプ格納庫 １ 旭地区 

１３ 本泉消防車庫 １ 旭地区 

１４ 下西谷消防ポンプ自動車格納庫 １ 竹田地区 

１５ 穴鴨消防ポンプ自動車格納庫 １ 竹田地区 

合   計 ２２   

②実施方針 

安全確保 

「役場庁舎」については、災害時に対策本部が設置される施設となっているので、三朝町

地域防災計画に合致した安全確保を検討していきます。 
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長寿命化 

「役場庁舎」については、長寿命化計画を策定しており、計画に基づいて、改修、修繕を

行うことで、施設の長寿命化を図ります。「格納庫、消防車庫等」については、今後個別施

設計画を策定し、実施方針を検討します。 

 

 

（８）公営住宅 

①施設状況 

連番 施設名称 棟数 地区区分 

１ 三朝団地 １ 三朝地区 

２ 徳本団地 １３ 三朝地区 

３ 恋谷団地 ４ 三朝地区 

４ 天神団地（森団地） ２１ 旭地区 

合   計 ３９   

②実施方針 

維持管理・修繕・更新等 

長寿命化計画を策定しており、計画に基づいて、必要な維持管理、修繕を行っていきま

す。特に、法定耐用年数を超過している公営住宅については、計画に基づいて優先的に、修

繕・改修工事を検討します。 

更新についても、長寿命化計画内で示されている耐用年数に基づいて、計画的に実施して

いきます。 

統合や廃止の推進 

一部住戸については、一部取壊しや譲渡等を検討ます。また、危険性の高い施設や老朽化

等による供用廃止を必要とする施設でないものは、「維持管理・修繕・更新等の実施方針」

で対応していきます。 
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（９）公園 

①施設状況 

連番 施設名称 棟数 地区区分 

１ 小鹿渓展望公園休憩舎 １ 小鹿地区 

２ 大瀬公園（１号～３号） １ 三朝地区 

３ 中の島公園（天神川桜づつみ） １ 旭地区 

合   計 ３   

 

②実施方針 

維持管理・修繕・更新等 

修繕・改修工事を計画的に実施することにより削減効果を生み出せるようにします。特

に、法定耐用年数を超過している施設については、優先的に、修繕・改修工事を検討しま

す。 

 

 

（１０）その他 

①施設状況 

連番 施設名称 棟数 地区区分 

１ 三朝温泉周辺散策休憩施設 １ 三朝地区 

２ みささ図書館横トイレ １ 三朝地区 

３ 道の駅楽市楽座トイレ １ 旭地区 

合   計 ３   

②実施方針 

維持管理・修繕・更新等 

修繕・改修工事を計画的に実施することにより削減効果を生み出せるようにします。特

に、法定耐用年数を超過している施設については、優先的に、修繕・改修工事を検討しま

す。 
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（１１）道路（道路・橋梁）の実施方針 

維持管理・修繕・更新等 

長寿命化計画計画に基づいて、必要な維持管理、修繕を行っていきます。また、耐震基準

にも合致するようにしていきます。 

長寿命化の実施方針 

長寿命化計画に基づいて、予防保全の考えを取り入れた維持管理を行うことで、長期使用

できるようにしていきます。 

 

（１２）農道・林道の実施方針 

維持管理・修繕・更新等 

修繕・改修工事を行う場合は、計画的に実施することにより削減効果を生み出せるように

していきます。耐震基準にも合致するようにしていきます。 

長寿命化の実施方針 

予防保全の考えを取り入れた維持管理を行うことで、長期使用できるようにしていきま

す。 

 

（１３）上水道施設の実施方針 

維持管理・修繕・更新等 

修繕・改修工事を行う場合は、計画的に実施することにより削減効果を生み出せるように

していきます。耐震基準にも合致するようにしていきます。 

統合や廃止の推進 

基本的に、「維持管理・修繕・更新等の実施方針」で対応していきます。地区の人口や世

帯数の推移にも注意していきます。また、鳥取県中部地域の市町で取り組む「広域化・共

同化」プランでも検討を進めます。 
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（１４）下水道施設の実施方針 

維持管理・修繕・更新等 

修繕・改修工事を行う場合は、計画的に実施することにより削減効果を生み出せるように

していきます。耐震基準にも合致するようにしていきます。 

統合や廃止の推進 

基本的に、「維持管理・修繕・更新等の実施方針」で対応していきます。地区の人口や世

帯数の推移にも注意していきます。また、鳥取県中部地域の市町で取り組む「広域化・共

同化」プランでも検討を進めます。 

 


